
 

 

質問に対する回答 

 

【事業名】宇美町立小・中学校３校校舎照明設備ＬＥＤ化事業 

№ 質問項目 質問事項 回答 

１ 

実施要領 P2 

2.参加条件 

サ．について 

4.参加申込 

(1)⑧実績の証明につ

いて 

調査設計役割の証明についてですが、契約書の写しな

どの書面は、施工（調査設計含む）の契約書の写しなど

ではなく、調査や設計単独業務での実績の証明（契約書

の写し）が必要と認識しておりますが、間違いないでし

ょうか？ 

※施工（調査設計含む）の契約書では、調査設計業務の

実績の証明が難しい為。 

お見込みのとおりです。 

なお、ＬＥＤ事業に関する調査・設計の実績の証明が

好ましいですが、調査・設計をしたことが証明できる場

合は、工事（施工）契約書でも可とします。 

実施要領2(3)サ 類似事業とは同様公共施設におけるLED化事業を行った

実績という認識で宜しいでしょうか。 

２ 

実施要領 P2 

2.参加条件 

シ．について 

 

 

施工役割を担う者は、宇美町有資格者登録名簿の電気

工事に登録されている事業者とありますが、有資格者登

録名簿に登録されている事業者が、必須の参加条件で、

登録されている事業者の中で、宇美町に本店・支店を有

している事業者を優先して活用すること。という認識で

間違いないでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

３ 

実施要領 P2 

2.参加条件 

ス：施工役割の参加条

件に付いて 

 

 

主任技術者又は監理技術者の専任での配置の条件が記

載されておりますが、建設業法において専任の要件の金

額は建設業許可が必要となる金額と認識しております。

今回の事業規模もその金額に該当すると想定しておりま

す。 

仕様書には記載されておりませんが、今回の事業に関

しても、建設業法を満たすとすれば、建設業許可（電）

を取得している宇美町有資格者登録名簿の電気工事に登

録されている事業者が施工役割の必須の参加条件になる

との認識で間違いないでしょうか？ 

建設業法に則った配置でお願いします。 

実施要領2(3)ス 主任技術者又は監理技術者を専任で配置できることと

ございますが、建設業法に則り専任配置が必要ではない

場合は兼任での配置を検討しておりますが、問題ないと

いう認識で宜しいでしょうか。※専任配置が必要な場合

は配置できる体制を整えております。 

４ 

実施要領 P2 

2.参加条件 

セ．について 

石綿について、施工場所において、石綿含有建材が発

見された場合は、事業者側の費用負担にて、調査、申

請、処分などを含むという認識でよろしいでしょうか？ 

 

令和７年度に今回の対象となる施工箇所の石綿含有分

析調査を行っています。業者決定後に情報を提供します

ので、有資格者による確認及び申請等必要な手続きをお

願いします。 

 なお、工事中に石綿含有建材が含まれている可能性が

あるものが発見された場合は、協議の上、決定します。 

５ 

実施要領 P3 

4.参加申込 

提出内容について 

 

提出資料①～⑧について 

・①④⑤⑥⑦の資料については、代表企業のみ 

・②③⑧は、グループ企業すべての情報という認識で間

違いないでしょうか？ 

代表企業が宇美町有資格者登録名簿に登録している場

合、免除できる資料があれば、ご教授お願いします。 

①②④⑤⑥は代表企業のみ、③はグループ企業全て、

⑦⑧は役割を担う企業のみ、となります。 

なお、代表企業が宇美町有資格者登録名簿に登録して

いる場合に免除できる資料はありません。 

実施要領4(ウ) ①～⑥に関しては代表企業のみ提出を行うという認識

で宜しいでしょうか。 

６ 

実施要領6(1) 様式8を除く提案書に関しては作成要領に則り、任意様式

での作成という認識で宜しいでしょうか。パワーポイン

ト形式での作成を考えております。 

 様式は任意としますが、提案書類作成要領に則って作

成を行ってください。 

７ 

実施要領2(3)ス 宇美町内に本社(店)又は支社(店)を有している事業者

を優先するとございますが、この場合は建設業法におけ

る本社、支社という認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

８ 

仕様書 

P1 

7.事業者が行う業務の

範囲(2)③PCBについて 

PCBが発見された場合、処分などは、宇美町様負担とい

う認識でよろしいでしょうか？ 

 お見込みのとおりです。 

なお、発見された場合は報告していただきますようお願

い致します。 

９ 
仕様書9(6)⑨ 照明管理台帳について想定されている様式等があれば

ご教授ください。 

 参考様式を添付しますので、ご参照ください。 

１０ 

仕様書11(3) 修繕対応の実績を定期的に報告することとございます

が、②、③の事象が発生し、修繕完了した場合に報告を

行うという認識で宜しいでしょうか。それとも年一回等

の定期的な報告が必要でしょうか。 

 ②、③の事象が発生し、修繕完了した場合に報告を行

うという認識で宜しいです。 



 

 

№ 質問項目 質問事項 回答 

１１ 

その他 既存図面のＣＡＤデータはございますか。 町内小・中学校空調設備設置でのＣＡＤデータがあり

ますので、提供は可能です。（照明既存図面のＣＡＤデー

タはありません。） 

１２ 

その他 質疑の回答内容によってあらたな疑義が生じた場合、

提案書提出日までに追加の質疑を行うことを認めていた

だくことは可能でしょうか。 

 質問回答以降の追加質問は実施いたしません。 

１３ 

その他 電線や吊りボルトなど既存流用部分が劣化しており、

十分耐えうるものでない場合は発注者の負担で交換及び

補強の認識でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

１４ 

その他 築年数が古く、施設によっては器具更新の際に天井下

地補強等が必要となった場合は別途協議の対象でしょう

か。 

 お見込みのとおりです。 

１５ 
その他 明るさに関する基準が記載ありませんが学校環境衛生

基準を満たす製品を選定する認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


